
 

 鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２３日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市規則第６９号 

鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例（令和７年鳥取市条

例第５２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（行為の許可に係る交流広場等の使用時間） 

第２条 条例第３条第１項の許可による交流広場等における使用時間は、午前６時から午後

１０時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

（行為の許可申請） 

第３条 条例第３条第１項前段の規定により交流広場等における行為の許可を受けようとす

る者は、鹿野城跡公園内行為許可申請書（様式第１号）を行為の期日の７日前までに市長

に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることが

できる。 

 （許可事項の変更) 

第４条 条例第３条第１項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとす

る者は、鹿野城跡公園内行為許可変更申請書（様式第２号）を市長に提出しなければなら

ない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。 

 （行為許可書の交付） 

第５条 市長は、前２条の許可をしたときは、当該行為の許可をした者に対し、鹿野城跡公



 

園内行為許可書（様式第３号）を交付する。 

（使用料の減免） 

第６条 条例第６条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、交流広場等の行為の

許可の申請と同時に、鹿野城跡公園使用料減免申請書（様式第４号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（使用料の返還） 

第７条 条例第７条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、鹿野城跡公

園使用料返還請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（施設、設備、器具等の毀損又は滅失の届出） 

第８条 城跡公園の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出

て、その指示に従わなければならない。 

（委任） 

第９条 この規則で定めるもののほか、城跡公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第1号(第3条関係) 

年  月  日 

鹿野城跡公園内行為許可申請書 

 

   鳥取市長 様 

申請者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先              

 

   鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例第3条第1項前段の規定により、次の行為を鹿野城

跡公園内でしたいので、関係書類を添えて申請します。 

行 為 の 目 的   

行 為 の 期 間      年  月  日 から       年  月  日 まで 

使 用 時 間              から               まで 

行 為 の 場 所 

及 び 面 積 

            区分 使用☑ 使用面積 

交流広場   □  

屋外ステージ  □  

駐車場（ 交流 ・ 城山 ・ 薬研堀 ）  □  

管理道   □  

行 為 の 内 容   

使 用 人 数   

備 考   

 備考 関係書類：企画書、図面等、行為の内容の分かるもの。 

    申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。 



 

様式第2号(第4条関係) 

年  月  日 

 

鹿野城跡公園内行為許可変更申請書 

 

   鳥取市長 様 

 

申請者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先              

 

 鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例第3条第1項後段の規定により、次のとおり鹿野城

跡公園内行為の許可事項の変更について、関係書類を添えて申請します。 

行 為 の 場 所   

既に受けた許可年月日、

及 び 許 可 書 番 号 
      年   月   日 （第          号） 

変 更 の 理 由  

変 更 の 事 項 

変更前 

変更後 

備 考   

 備考 関係書類：行為の変更内容の分かるもの。 

 申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。 



 

様式第3号(第5条関係) 

年  月  日 

 

鹿野城跡公園内行為許可書 

 

              様 

 

鳥取市長             印 

 

 鹿野城跡公園内における行為を次のとおり許可します。 

行 為 の 目 的   

行 為 の 期 間      年  月  日 から       年  月  日 まで 

使 用 時 間              から               まで 

行 為 の 場 所 

及 び 面 積 
 

行 為 の 内 容  

使 用 料  有料         円   ・  減免          円 

許 可 の 条 件   

備 考   

 



 

様式第4号(第6条関係) 

年  月  日 

鹿野城跡公園使用料減免申請書 

 

   鳥取市長 様 

 

申請者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先              

 

   鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例第6条の規定により、鹿野城跡公園内における行為

に係る使用料の減免を申請します。 

行 為 の 目 的   

行 為 の 期 間      年  月  日 から      年  月  日 まで 

使 用 時 間              から              まで 

行 為 の 場 所 

及 び 面 積 
  

使 用 料 の 額 円 ※減免決定額 円 

減 免 理 由  

備 考  

  備考 ※印欄は、記入しないでください。 

     申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。 



 

様式第5号(第7条関係) 

年  月  日 

 

鹿野城跡公園使用料返還請求書 

 

   鳥取市長 様 

 

申請者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先              

 

   鹿野城跡公園における行為を取りやめたので、鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例第7

条ただし書の規定により、既納使用料の返還を請求します。 

行 為 の 目 的   

行 為 の 期 間      年  月  日 から      年  月  日 まで 

使 用 時 間              から              まで 

行 為 の 場 所   

既納使用料の額                        円 

返 還 理 由  

備 考   

 備考 申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。 


